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支部運営審議会の報告

令和７年度第１回公立学校共済組合 
東京支部運営審議会について

支部運営審議会とは、支部の所掌する事務のうち、毎年度の事業計画および
予算決算や、支部の実施する事業に関する重要事項を審議する場です。

令和７年度の第１回公立学校共済組合東京支部運営審議会は７月７日（月）
に開催され、以下の事項について審議等されました。

■ 資格確認書とは？
マイナンバーカードを持っていない方、持っていても健康保険証の利用登録をして

いない方や、新たに組合員・被扶養者となったばかりの方に発行される。はがきサイズ
の厚紙。 有効期限：令和12年 9月30日（5年）

■ 医療機関等での利用方法

審議事項 令和６年度公立学校共済組合東京支部決算（案）（業務・保健・貸付各経理）
（公立学校共済組合東京支部の監査報告を含む。）

令和６年度の決算および監査報告について、審議の結果、承認されました。
承認された決算の詳細については、P22「令和６年度決算のあらまし」をご覧ください。

※1	� マイナ保険証をお持ちの方が資格確認書の交付を希望する場合は、「マイナンバーカードの
健康保険証利用登録の解除申請書」を所属所の共済事務担当者に提出（任意継続組合員
は共済組合に直接郵送）してください。

※2	� マイナ保険証を持っている方で健康保険証もお持ちの方も令和7年12月1日まで提示
できます。
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